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補助金を申請及び受給される皆様へ 

 

本事業の補助金については、国土交通省が定めたモーダルシフト加速化事業費補助金交付要

綱第３条に基づく国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められるも

のであり、当然ながら、当社としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処してお

ります。 

従って、当社の補助金に対し交付の申請をされる方、及び、申請後に採択が決定し補助金を

受給される方におかれましては、以下の事項について充分ご認識された上で、補助金の申請又

は受給を行っていただきますようお願いします。 

  

①補助金の申請者が当社に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の

記述を行わないで下さい。 

②当社から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等について

は、補助金の交付対象とはなりません。 

③補助金で取得、又は効用の増加した財産（取得財産等）を、当該資産の処分制限期間（法

定耐用年数）内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供することをいう）しようとする時は、事前に処分内容等について当社の承

認を受けなければなりません。なお、当社は、必要に応じて取得財産等の管理状況等に

ついて調査することがあります。 

④また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、

当社として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

⑤上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消

しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金（年１０．

９５％の利率）を加えた額を返還していただくことになります。併せて、当社から新た

な補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及

び不正の内容を公表させていただきます。 

⑥なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）の第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す

旨規定されています。 

 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 
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 事業概要 

パシフィックコンサルタンツ株式会社（以下「PCKK」という。）では、「モーダルシフト加

速化事業（補助事業）」（以下「本事業」という。）を実施する間接補助事業者を以下の要領で公

募いたします。  

1-1．本事業の目的 

本事業は、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び貨物の輸送を実施する者である貨

物運送事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海上運送事業者、

港湾運送事業者又は倉庫事業者をいう。以下同じ。）等の物流に係る関係者によって構成さ

れる協議会が、コンテナラウンドユース等の先進的なモーダルシフトの取組を実施する場合

において、モーダルシフトの推進に資する機器の導入等を行う実証事業に要する経費の一部

に補助金を交付することにより、物流分野の労働力不足に対応した物流効率化の取組をより

一層推進することを目的とします。 

1-2．本事業に係るスキーム 

1-3．補助対象事業 

本事業は、上記 1-1 の目的を達成するため、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び

貨物の輸送を実施する者である貨物運送事業者等の物流に係る関係者によって構成される

協議会が、コンテナラウンドユース等の先進的なモーダルシフトの取組を実施する場合にお

いて、モーダルシフトの推進に資する機器の導入等を行う実証事業を対象とします。 

1-4．補助対象事業者 

本事業の補助対象事業者は以下の①②のいずれも満たす者とします。 

①荷主企業及び貨物運送事業者等の物流に係る関係者によって構成された協議会※１※２ 

②実施事業についての計画を作成し、当該計画が流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律（平成 17 年法律第 85 号、以下「物流総合効率化法」と略す。）第６条第 1 項

の規定による国土交通大臣の認定を受けた者※３※４ 

※１：貨物の所有権を有する個々の荷主企業が、個別に協議会に参加することが困難な場

合にあっては、荷主から貨物の輸送方法について委託を受けた貨物利用運送事業者

等（貨物の輸送方法を決定する者に限ります。以下、この項において同じ。）につい

ても、荷主と同様のものとして取り扱うものとします。 

PCKK 

（補助事業者） 
間接補助事業者 国土交通省 

申請 

補助 

申請 

補助 
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 事業概要 

※２：リースによる機器導入を行うことを予定している場合、リース会社も協議会に参画

していること。 

※３：②の要件については、当該法の認定及び変更へ申請中の者であっても適用とします。

ただし、その場合は申請状況について運輸局に確認を行い、運輸局の許可が取れた

もののみを対象とします。 

※４：上記いずれの要件を満たしていても、次のいずれかに該当する事業者は対象外とな

ります。 
 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事

業者 
 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当す

る者（誓約事項に違反した場合、交付決定の全部または一部を取り消すことに
留意してください）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法） 

物流総合効率化法とは、流通業務（輸送、保管、荷さばき及び流通加工）を一体

的に実施するとともに、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」

等の輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支

援措置等を定めた法律です。認定申請の方法・申請書類等については国交省 HP

（https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html）をご覧くださ

い。 
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 事業概要 

1-5．補助金交付の要件 

（１）予算額：約１４億円（事業予算の範囲内で採択をします。） 

 

（２）補助対象となる設備、機器等 

新たにモーダルシフトを実施する（すでにモーダルシフトを実施している場合であっ

て、新たな荷主が加わる等の新規性が認められた場合を含む）に当たって追加で必要と

なる設備、機器等に係る経費。補助対象となる設備、機器等については、表 1.1 のとお

りです。 

表 1.1 補助対象設備・機器等※５※６ 

対象設備・機器 

分類 具体例 

コンテナ ドライコンテナ（20ft/31ft/40ft）、定温（冷蔵・冷凍）コンテ

ナ(MG(発電機)含む)等 

荷役機器 フォークリフト、トップリフター、リーチスタッカー等 

※フォークリフトについては、原則、コンテナ等の荷役に使用

するものに限る。（パレット荷役等に使用するフォークリフト

は対象外） 

トラック 冷蔵・冷凍トラック（船内電源設備を含む）、大型コンテナ専

用トラック等 

輸送機器 トレーラ、シャーシ（冷蔵・冷凍機能、それに必要な船内電源

設備を含む）等 

※シャーシについてはコンテナ（20ft 以上もしくは定温）を

積載するものに限る。 

その他の機器・設備等 GPS・通信機器、船内ドライバー用施設等 

※５：上記設備・機器等に関わる仕様について、補助対象となる審査基準は以下のとおり

です。 

▼新たなモーダルシフト実施につき追加で必要となる設備等であって、以下のいずれか
の要件を満たすもの 
1.法令等により備えることが必須なもの又は推奨されているもの 
2.用途上不可分であるもの 
3.当該設備・機器等の明細額が経費上不可分であり、明示困難であること 
 

※６：導入機器をレンタル事業に用いる場合は補助対象外となります。 
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 事業概要 

（３）補助対象となる経費 

補助対象経費は、事業の実施に当たり、先進的なモーダルシフトの取組に資する機器

の導入等に要する経費とします。経費の内容については、交付規程別表第２に定めるも

のとします。 

（４）交付額の算定方法 

交付額（補助金の額）については、交付規程第３条第３項に定めるとおりとし、以下

の方法にて算定します。なお、補助金の額に関しては、千円未満切捨てとします。 

※７：基準額は鉄道モーダルシフト及び船舶モーダルシフトそれぞれで１億円を上限と

します。 

 

ア 総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額を算出 

補助対象経費

を算出 

補助対象経費 

よりも少ない 

アに 

1/2 を乗じた額を算出 

補助対象経費に 

1/2 を乗じた額を算出 

基準額※７よりも 

少ない 

イで選定された額が交付額 基準額が交付額 

イ 

はい 

いいえ 

いいえ 

ウ 

はい 
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 事業概要 

（５）補助率及び上限額 

補助率及び補助上限額は表 1.2 のとおりです。 

表 1.2 補助率及び補助上限額 

区分 内容 補助率 上限額※８ 

モーダルシフト

加速化事業費 

事業の実施に当たり、先進

的なモーダルシフトの取

組に資する機器の導入等

に要する経費 

１／２以内 1 億円 

※８：上限額は 1 件あたりの額とする。なお、ここでいう 1 件とは、補助対象事業者
の要件②の認定事業 1 件あたりを指す。 

 

（６）補助対象経費として計上できない経費 

・申請等における事務作業費 

・協議会構成企業における自社従業員の労務費 

・消耗品費（緩衝材、ロープ等） 

・報告書作成等に要する機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等）に係

る経費 

・他の国庫補助金で補助対象となる経費 

・補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他補助事業に関係ない経費 

・機器の調達先や工事及び開発等委託先への振込手数料 

・レンタル事業に用いる機器に係る経費 

（７）補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれている場合、

交付規程に基づき、消費税等の確定に伴う報告書を求めることになります。 

これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等のうち補助

金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消

費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告と

なり、失念等による報告漏れが想定されることや、補助事業者における煩雑な事務手続

回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 
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 事業概要 

①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

②免税事業者である補助事業者 

③簡易課税事業者である補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別

表第３に掲げる法人の補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する補助事業者 

（８）外貨に係る経費の取扱いについて 

外国企業からの物品調達等において外貨での支払いが想定される場合、補助金交付申

請書提出時は日本円に換算した額で申請書を提出してください（換算レートは、合理的

根拠に基づいた、適切なものを使ってください）。実績報告書提出時は、支払時の換算レ

ートで日本円に換算した額で実績報告書を提出することとし、区分ごとに交付決定され

た補助金額の範囲内において支払うことになります。 

（９）ファイナンスリース等について 

ファイナンスリース等を利用する場合は、リース料等から補助金相当分が減額されて

いること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用す

る契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。また、レンタル事業契

約は利用不可とします。 

（１０）自社調達または関係会社からの調達を行う場合の扱い（利益排除の考え方） 

補助対象経費の中に、申請者の自社製品の調達または関係会社からの調達等（システ

ム開発や工事を外注せずに自社で調達する場合など）に係る経費がある場合、補助対象

経費の実績額の中に申請者自身または関係会社の利益が含まれることは、補助金交付の

目的上ふさわしくないと考えられる。このため、申請者自身または関係会社から調達等

を行う場合は、原価（人件費や当該調達品の製造原価など※９）をもって補助対象経費に

計上する。 

※９：申請者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理

的な説明をもって原価として認める場合がある。 
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1-6．補助事業実施期間について 

（１）事業開始日 

交付決定日または総合効率化計画認定日のどちらか遅い方を事業開始日としてくだ

さい。 

・契約・発注行為は必ず事業開始日以降に行ってください。 

・当該契約および発注に関する見積の日付については、申請日において有効な見積のみ

を対象とします。（見積有効期限が確認出来ない見積書については無効となるため、

ご留意ください。） 

（２）事業完了日 

実績報告が完了し、かつ補助事業に関わる全ての支払いが完了した日を事業完了年月

日としてください。補助事業は、令和８年１月３０日（金）までに完了させてください。 

補助事業の実施における注意事項： 

・補助事業を実施途中で取りやめた場合は、既に交付した補助金の返還が必要となる

ことがあります。 

・補助事業において、契約の着手金、前渡し金等を支払う場合は、事業完了の時点で

設計、設備、工事等の項目毎にその金額相当の成果品（設備機器購入、工事実績等）

があることが必要です。 
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1-7．補助事業実施スケジュール 

時期 補助事業者 PCKK 

■公募期間 

令和７年４月３０日 

～ 

令和７年６月１２日 

  

■審査・採択 

■交付決定 

令和７年 6 月下旬 

 

■事業開始 

（交付決定もしくは総

合効率化計画認定後） 

 

 

 

 

 

 

■事業完了 

令和 8 年１月３0 日 

■実績報告期限 

事業完了日から 30 日以

内もしくは令和８年１

月 3０日のいずれか早

い日 

 

 

 

■事業報告 

※当該年度末までの期

間及びその翌年度 

  

  

申請手続き 

申請書類の準備 

審査・採択 

交付決定 

事業開始 

契約・発注 

事業実施 

事業完了 

実績報告書の提出 

確定検査実施 

額確定通知 

精算払請求書の提出 

補助金の支払 

事業報告書の提出 

事業報告の受領 
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2. 申請方法 
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 申請方法 

2-1．公募 

（１）公募関連情報の提供 

最新の公募関連情報は、本事業の専用サイト（https://pacific-hojo.com/modalshift/）に

掲載しますので、ご確認ください。 

 

（２）公募期間 

令和７年４月３０日（水）１４：００～令和７年６月１２日（木）１６：００ 

 

2-2．申請者説明会 

申請者説明会を 5 月中旬に予定しています。詳細については、後日、本事業の専用サイト

にて告知いたします。なお、問合せにつきましては、3-9．問合せ先をご参照ください。 

2-3．申請方法 

（１）申請方法 

申請方法については、本事業の専用サイト（https://pacific-hojo.com/modalshift/）より

必要書類をダウンロードした上で、申請受付後にマイページより申請書類をアップロード

してください。 

 

（２）申請における提出書類 

申請に必要な書類を表 2.1 に示します。 
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 申請方法 

表 2.1 申請における提出書類一覧 

提出書類 様式/書式 備考 

交付申請書（様式第１） 様式有  

経費内訳（様式第１：別紙１） 様式有  

役員名簿（様式第１：別紙２） 様式有 ・協議会構成企業ごと各１部 

登記事項証明書 

または登記簿謄本（写） 
無 

・協議会構成企業ごと各１部（全ページ） 

・取得後３ヶ月以内のもの 

財務諸表 

（貸借対照表、損益計算書） 
無 

・協議会構成企業ごと各 1 部 

・直近２ヶ年分 

事業計画書（応募書式１） 
書式有 

・当該年度を含む 4 年間の事業計画を明

記すること 

総合効率化計画認定申請書

（様式第１号） 

総合効率化計画認定通知書 
－ 

・当該制度に認定済みの場合は、「総合効

率化計画認定通知書」の写しを提出す

るとともに「申請受領を確認できる証

票または理由書等」を提出すること 

見積依頼書 
－ 

・同一の仕様条件で見積書を取得したこ

とが確認できる書類を提出 

参考見積等（正・相） 

無 

・申請日に有効な見積であること（発行

日と有効期限が明記されていること） 

・交付規定別表第２に示す「区分」「費目」

「細分」ごとに記載してあること 

 ※特に工事費がある場合には、「費

目」「細分」の明記と共に、労務費に

関しては『単価×人日』等の根拠資料

を添付のこと。 

・経済性の観点より、可能な範囲におい

て相見積を取得し、最低価格を提示し

たものを選定すること（相見積を取得

出来ない場合は、理由書の提示を求め

る場合があります） 

導入設備・機器の概要資料 

（パンフレット等） 
無 

・導入する設備・機器の仕様がわかる資

料 

申請設備・機器一覧 
書式有 

・導入する設備・機器の使用用途を所定

の書式に記載 

補助対象経費に関わる自認書 書式有  
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 申請方法 

2-4．審査・採択・交付決定について 

（１）審査方法 

審査は、有識者で構成される事業者選定委員会において申請書類に基づいて行いますが、

必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあ

ります。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

①省力化効果が高い取組であるか。 

・省力化効果の算定根拠が妥当であり、明確であるか。 

・補助事業に係る事業全体の省力化効果が優れているか。 

・費用対効果が優れているか。 

等 

②補助事業に係る取組が先進性を有しているか。 

・導入機器等（設備や技術含む）について、当該機器等の革新性が高いか。 

・補助事業における取組について、当該取組の先進性が高いか。 

等 

③他の事業者への普及が見込まれる取組・技術であるか。 

・補助事業の実施による国内への波及効果が考慮されており、その波及効果の規模が大

きいか。 

等 

④補助事業に係る計画が妥当であるか。 

・必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。 

   ・機器導入後の取組について、当該事業の継続性が明確に計画書に記載されているか。 

・事業期間内の完了について、実現可能性の高い計画か。 

   等 

⑤補助事業に係る実施体制が妥当であるか。 

・補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有しているか。 

・補助事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

・補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有しているか。 

   等 
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 申請方法 

（３）採択・交付決定並びにその通知及び公表について 

事業者選定委員会において、審査項目毎の採点結果から総合点を算出し、選定結果が上

位の申請者より採択を行います。また、採択とともに交付決定も行います。交付決定の結

果については、事務局より交付決定通知書（様式第２）にて通知します。様式第２につい

ては、適切に保管してください。 

交付決定にあたっては、「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」（平成２５年６

月２８日内閣官房行政改革推進本部事務局）に基づき、交付決定内容（補助金交付先、交

付決定額）の公表を行う場合があります。 

 

2-5．補助金の交付額 

最終的な実施内容、交付決定額は、PCKK、国土交通省が関係者と調整した上で決定するこ

ととします。 
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 事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 事業の実施 
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 事業の実施 

3-１．補助事業の開始 

（１）補助事業に係る契約および発注等は事業開始日の後に行ってください。事業開始日前に

既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはなりません。 

（２）物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、原則、一般の競

争等に付してください。一般の競争等に付すことが著しく困難又は不適当である場合

（この場合、確定検査時に理由書の提出を求めます。）を除き、３社以上の競争により決

定してください。また、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施

しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、PCKK に届け出なければなりません。

なお、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事

業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約

金額１００万円未満のものを除く。）に当たっては、国土交通省から補助金交付等停止

措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則でき

ません（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）。 

参考：国土交通省指名停止措置状況 

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_003092.html 

3-２．補助事業の計画変更等について 

補助事業者は、交付決定を受けた後、補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更する

場合（各配分額の１５パーセント以内の流用増減を除く。）、補助事業の内容を変更する場合、

補助事業を中止又は廃止しようとする場合、設備所有者を変更しようとする場合等は、事前

に補助事業計画変更承認申請書（様式第４）を PCKK に提出し、その承認を得なければなり

ません。手続きを行わずに変更を行った場合は、交付決定の取り消しとなることがあります。 

また、交付決定を受けた後、自己の責任によらないと認められる理由により、間接補助事

業実施期間内の事業完了が困難であることが見込まれる場合には、補助事業事故報告書（様

式第５）を提出してください。実施期間の延⾧が認められる場合があります。 

3-3．中間検査 

事務局は状況に応じて、補助事業者まで中間検査を実施する場合があります。 

3-4．状況報告について 

補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、PCKK の要求があったときは速

やかに報告しなければなりません。 



 

17 

 

 事業の実施 

3-5．実績報告および補助金の確定 

（１）補助事業の完了について 

・補助事業者が、導入された設備・機器及び実施した工事等を検収の上、調達先等に対し

て補助事業に係る全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。 

・補助事業者は、原則令和８年１月３０日（金）までに補助事業を完了の上、実績報告を

行ってください。 

・支払条件は、検収翌月までに金融機関による振込としてください。（割賦払いや手形払い

等は不可） 

 

（２）実績報告 

補助事業者は事業完了日から３０日以内又は令和８年１月３０日（金）のいずれか早い

日までに、補助事業実績報告書（様式第７）を PCKK に提出しなければなりません。 

実績報告に必要な書類は表 3.1 の通りとします。 

 

表 3.1 実績報告における提出書類一覧 

提出書類 様式/書式 備考 

正見積書 無 
・発注日または契約日に有効な見積である

こと（発行日と有効期限が明記されてい
ること） 

契 約 書 又 は 発 注
書・注文請書 無 

・契約日・発行日が確認できること 
・リースの場合は、リース会社とベンダー

間の売買契約書（または発注書・注文請
書） 

リース契約書・リ
ー ス 料 軽 減 計 算
書 

無 
・機器等をリース等にて導入する場合の

み提出 
・リース会社と事業者間の契約書 

納 品 書 又 は 完 了
報告書（検収書） 無 

・納品日、完了日が確認できること 
・工事の場合、工事完了後の工事内訳書ま

たは明細書、及び図面 
・検収日、検収者名、検収したことが明記

されていること 

請求書 無 ・発行日、振込先情報が明記されているこ
と 

振込明細書 無 

・第三者機関（金融機関等）が発行した書
面 
 -銀行窓口の場合：払込取扱票 
 -ATM の場合：ご利用明細表 
 -ネットバンキングの場合：日付、振込

先情報、金額が確認できる画面（例：
振込完了画面） 

口 座 情 報 記 入 用
紙 書式有  

通帳の写し 無 ・金融機関名/支店名/銀行コード/支店コ
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 事業の実施 

ード/種類/口座番号が記載されたペー
ジの写しを提出 
-通帳の場合：表紙および表紙裏面 
-当座の場合：当座勘定照合表 
-ネットバンキングの場合：口座情報ペー

ジ 
・引き落とし額が確認できるページの写し

を提出 
※通帳以外の場合は、入出金情報が確認

できるものを提出すること（例）ネッ
トバンキング：入出金明細ページの画
面、当座：当座勘定照合表 

導入設備・機器の
写真 無 

・導入する全ての設備/機器等の写真を提
出 

・写真には以下３点が明確に確認できるよ
う撮影すること 
-全体像 
-識別番号 
-間接補助事業の表示 ※交付規程第８条 

・工事の場合、工事の大半を占める部分に
おける工事前後の写真を撮影すること 

保 証 書 又 は 車 検
証 無 「シリアル番号」や「車体番号」等、識別

記号を確認できるもの 
補助事業実績報

告書（様式第 7）
及び収支明細表
（様式第 7 別

紙） 

様式有 

 

取 得 財 産 等 管 理
明 細 表 （ 様 式 第
14） 

様式有 
・導入した対象設備機器単価が 50 万円以

上に該当する場合 

 

▼補助金振込口座の登録 

間接補助事業者は、PCKK 指定書式の提出にて補助金振込口座の登録を行ってください。 

・補助金の振込口座は、協議会構成企業の代表企業名義の口座とします。 

・補助金は、上記の口座に全額をまとめて振込みます。 

提出された中間報告書類については、その内容を確認することを目的とし、補助対象設

備・機器、工事等について、現地検査を実施する場合があります。 

 

（３）確定検査について  

PCKK は様式第７を受理した後、書類の審査および必要に応じて現地検査を行います。

様式第７が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、その結果を補助事業交付金額確定通知書（様式第９）に

て速やかに通知します。 
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 事業の実施 

（４）補助金支払額の確定方法 

補助金支払額は、交付決定額の範囲内であって補助事業者が実際に支出したと認められ

る額となります。実際に支出したと認められるためには、その支出を明らかにした帳簿類

及び領収書等支出の裏付けとなる証拠書類が必要となります。 

支払額の確定にあたっては、補助事業の完了後補助事業者より提出いただく実績報告書

に基づき書類の審査及び現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の

交付決定の内容等に適合しているか確認いたします。その際、支出の裏付けとなる証拠書

類のない経費や交付決定の内容に適合していない経費については、支払の対象外となる可

能性があります。 

 

（５）補助金の請求・支払 

補助金の支払は、原則として補助事業完了後の精算払となります。 

間接補助事業者は、様式第９を受領後、速やかに精算払請求書（様式第１０）を PCKK

に提出してください。PCKK は、様式第１０の受領後に指定口座に補助金を支払います。

（補助金は「口座情報記入用紙」で指定された協議会の代表企業の口座にまとめて支払を

行います。） 

 

3-6．事業報告書の提出について 

補助事業者は、補助事業が完了した日からその年度の 3 月末までの期間およびその翌年度

の期間について、年度毎に当該補助事業による事業報告書を提出してください。事業報告書

や提出先については、別途補助事業者に対してご案内します。 

3-7．補助金の支払以降 

（１）補助事業の経理について 

補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了（廃止の承

認を受けた場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後５年間、PCKK の要求があっ

たときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

（２）財産等の管理について 

①補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助

金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。なお、当該取得財産等に

ついては、取得財産等管理台帳を備えて、適切に管理しなければなりません。 

②補助事業者は、取得財産等のうち単価５０万円以上（税抜き）のものについては、財産

処分制限期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け

又は担保に供すること。以下同じ。）はできません。ただし、当該取得財産等を処分する
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必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能です

が、その場合には、原則として、補助金の一部又は全額を納付（納付額は当該処分財産

に係る補助金額が限度です。）しなければなりません。 

（参考：補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取り扱いについて

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/kaikei29.pdf） 

 

3-8．その他 

（１） 本公募要領に定めのない事項については、PCKK は国土交通省と協議を行った上で、

当該事項についての見解を示すこととします。 

（２） 補助事業完了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

 

3-9．問合せ先 

公募全般に対する問い合わせは、次のとおりです。 

電子メール(ms_r07@modal.pacific-hojo.jp)にて問い合わせください。 

メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名称を記入してください。 

  

メール件名記入例  

「【株式会社○○○】 ○○○○事業について問い合わせ」 

  

＜問い合わせ先＞  

モーダルシフト加速化事業事務局 

（パシフィックコンサルタンツ株式会社） 

ＴＥＬ：０５０－５７９９－８５７０ 

メールアドレス: ms_r07@modal.pacific-hojo.jp 

受付時間：平日１０：００～１６：００ 

※休業日：土日・祝日・年末年始 

 

 

 


